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第 4 節 
 

植物品種のライセンシング 
 

I. 法令 
 

  植物品種は、知的財産法における保護カテゴリーに挙げられたばかりの新しい保護

対象である。 

 

  植物品種の保護は、知的財産法の全体系とベトナムが当事者になっている国際条約

との適合性を高めようとするベトナムの試みと見受けられる。これは実際、知的財産

法を作成し、可決した時点で立法者が何よりもまず追求していた目標であった。 

 

  現在、植物品種のライセンシングは以下の法令の規制を受ける。 

 

 知的財産法 – 第 192 条ないし第 197条 

 民法典 

 植物品種について知的財産法を実施するための詳細な規定を定める 2010 年 10 月

1 日付政令第 88/2010/ND-CP 号 

 

II. 概観 
   

  他の新しいIP保護対象と同様に、植物品種がその所有者にも他の者にとっても商業的

価値の高い資産となるには、さらに時間が必要である。これまでのところ、登録され

た植物品種は70種類ほどであり、植物品種に関する取引もしくは契約はほとんど行な

われていない。 

 

  このような状況では、実務家は、この保護対象に関する契約もしくは取引に関する

実際的見解を提示することは不可能である。それにもかかわらず、植物品種に関する

現行規則から、以下に示すようにこの主題について新しい見解を提言することが可能

である。 

 

1. 要点 
 

1.1 期間 
植物品種に関するライセンス契約の期間については、制限が存在しない。ライセン

ス契約の当事者双方は自らの裁量で決定することができるが、その期間は、対応する

植物品種の保護期間を超えることは許されない。 

 

植物新品種の保護期間は、以下のように計算するものとする。 

 

 樹木およびつる植物に関する保護期間は、権利の付与された日から数えて25 年と

する。 

 

 植物新品種の場合の保護期間は、権利の付与された日より20年間とする。 

 

1.2 非自発的ライセンス 
 

1.2.1  公益のための非自発的ライセンス 
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植物品種を使用する権利は、公益に照らし、所管官庁の決定に従って他の組織もし

くは個人に対するライセンスを義務付けることができる。 

 

非自発的ライセンスの供与によって公益を確保することが必要と考えられる場合に

は、国防、食料安全保障、および国民の栄養問題一般が含まれる。 

 

1.2.2  実施不十分を理由とする非自発的ライセンス 
 

植物品種の利用を望む者は、合理的な条件および取引条件で合理的な期間内に対応

する植物品種の植物品種権の保有者からライセンスの取得を試みたが取得できなかっ

た場合に、非自発的ライセンスに関する決定を請求することができる。 

 

＜注＞ 

 

 農 業 農 村 開 発 省 （ The Ministry of Agriculture and Rural Development 

(“MARD”)）は、農業および水性植物品種を使用する非自発的ライセンス

を認める権限を備えた国家機関である。 

 

 農業農村開発省は、保健省（Ministry of Health (“MOH”)）と共同して、薬草

品種を使用する非自発的ライセンスを認める権限を備えた国家機関である。 
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